
   平成２３年３月～通年募集（改正後版） 
何処にお住まいの方で

も、お申し込みＯＫです

 

 

   

               

～家賃補助型～ 
  今回の募集は、退去等により現在、あき家となっている住戸 

の先着順による入居希望を受付するものです。 
 

             随時募集中 
  申し込み方法：専用の申請書に必要事項を記入し、住宅課窓口に直接 

お申し込みください。 
 

 区民住宅とは… 
中堅所得ファミリー世帯の定住化を図り、活力ある地域社会の形成を図ることを目的とした 

区立住宅です。民間の土地所有者等が、国、東京都および豊島区から建設費の補助を受け建 

設した良質な住宅を豊島区が一括して長期に借り上げ、住宅を必要としている世帯を対象に 

供給しています。 

 

申込みは１家族につき 1住宅です。 



    
物件情報は住宅課に掲示しています。また、区ホームページでもご覧いただけます。 

         
申込みできる方は、次の１～５のすべてにあてはまる方に限ります。 

１ 同居親族がいること（単身では申込みできません） 

夫婦世帯（婚姻の予定者で入居までに配偶者となる者を含む。）又は ２人以上の世帯   

（現に同居し、または同居しようとする二親等以内の親族が１人以上いること。） 

注＊正当な理由なく収入のある同居親族を除いて申し込む等、世帯を不自然に分割または合併した申込

みはできません。＊内縁関係にある方は、住民票で未届の夫または未届の妻となっており戸籍上の配

偶者がいないこと。＊婚約者については、入居手続きまでに婚姻し、そのことが証明できること。 

＊申込み後は、同居親族の変更（出生、死亡を除く。）及び婚約者の変更は認めません。 

 

２ 現に自ら居住するための住宅を必要としていること。自家所有者（共有名義や人に貸している場合

を含む）や公的住宅に入居している方は原則として申し込みできません。（UR・JKK の一般賃貸住宅

にお住まいの方は、家賃・間取り・通勤時間の改善などの事情があればお申込み可能です。また、現に一

定水準の賃貸住宅に居住しており、さらに良好な賃貸住宅を希望する場合も可。なお、区内の都民住宅、

区民住宅に居住している方は、原則申し込み不可。） 
 
３ 住民税を完納していること。（完納を証する書類を提出していただきます。） 

 

４ 世帯の月額所得が２００，０００円以上６０１，０００円以下であること。 

（豊島区立区民住宅条例第5条第1項第4号及び豊島区立区民住宅条例施行規則第4条第2項により定める。） 

＊月額所得とは･･･ 

年間の所得金額 － 〔38 万円×(家族数－１）〕 － 特別控除 を１２で割った額 

＊特別控除とは･･･特別控除とは障害者世帯などの場合に、所得から控除できる一定の金額 

所得基準表（世帯人員に応じた年間所得の早見表）  ＊詳しくは別紙「収入計算の注意」をご覧ください。 

世帯人員 所得金額 

２人 ２，７８０，０００～７，５９２，０００ 所得金額とは、源泉徴収票の 

３人 ３，１６０，０００～７，９７２，０００ 『給与所得控除後の金額』や、 

確定申告書の『所得金額』の合計額

をいいます。 
４人 ３，５４０，０００～８，３５２，０００ 

５人 ３，９２０，０００～８，７３２，０００ 

６人 ４，３００，０００～９，１１２，０００ 

 

５ 申込者本人および同居する親族が暴力団員でないこと。 

   ここでいう暴力団員とは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第２条第６号に規

定する暴力団員をいいます。なお、暴力団員であるか否かの確認のため、警視庁へ照会する場合が

あります。



    

区民住宅は、月額所得が２００，０００円以上６０１，０００円以下の世帯を対象としています。 

月額所得の算出方法は、「収入計算の注意」をご覧いただき算出してください。 

       
１．当初利用者負担額は資格審査の際、前年の収入を証明する書類（住民税課税証明書や給

与支払い証明書等）に基づいて、あなたの世帯の所得階層区分を定め決定します。 

２．入居２年目以降の利用者負担額は、毎年６月末までに提出していただく住民税課税証明

書等の収入を証明する書類に基づいて収入の認定を行い、所得階層区分を定め決定します。 

３．収入認定の結果、所得階層区分に変更がなければ利用者負担額の変更はありません。 

＊共益費は毎年の見直しを行うため、年によって金額が事なることがございます。 

４．収入基準を超えた場合や期日までに収入を認定する書類の提出がなかった場合は、使用料

からの減額を行わないことがあります。 

所得階層区分表 ※所得階層区分の金額は、入居後変更される場合があります。 

所得階層区分 Ⅰ区分 Ⅱ区分 Ⅲ区分 Ⅳ区分 Ⅴ区分 
２００，０００～ ２６８，００１～ ３２２，００１～ ３９７，００１～ ４９０，００１～

世帯の月額所得 
 ２６８，０００  ３２２，０００  ３９７，０００  ４９０，０００  ６０１，０００

※長崎第二・南池袋第二のみ所得階層区分に対する月額所得額が異なります。 

      
各住宅により利用者負担額は異なります。また、下記のように、所得階層区分によっても

利用者負担額は異なります。なお、傾斜家賃制度は凍結しております。 
▼あき家の利用者負担額の一例 

駒 込 第 二 
（ﾀｲﾌﾟ A） 

巣 鴨 第 二
（ﾀｲﾌﾟ B） 

北 大 塚
（ﾀｲﾌﾟ B） 

西 池 袋 第 三 
（ﾀｲﾌﾟ B） 

所得区分 
駒込（ﾀｲﾌﾟ A） 長崎（ﾀｲﾌﾟ B）

＼住宅名 

Ⅰ区分 １１３，６００ １１３，６００ １０９，２００ １１３，４００ １１４，３００ １２０，７００ 

Ⅱ区分 １３５，２００ １３９，０００ １３３，５００ １３８，７００ １３１，４００ １４８，６００ 

Ⅲ区分 １３５，２００ １４６，３００ １６０，４００ １５０，１００ １３１，４００ １６６，６００ 

Ⅳ区分 １３５，２００ １４６，３００ １６２，１００ １５０，１００ １３１，４００ １６６，６００ 

Ⅴ区分 １３５，２００ １４６，３００ １６２，１００ １５０，１００ １３１，４００ １６６，６００ 

※利用者負担額＝家賃（住宅使用料）のみで、共益費は含みません。 

 

所得区分がⅠ階層に該当される子育てファミリー世帯（１５歳以下の児童と、その児童を

扶養する方が同居していること）については、住み替え後から５年間、家賃扶助を受けるこ

とが可能です。（平成２３年２月１日以降に利用承認をした方に限ります） 

  なお、本助成に関する詳細は、別紙「子育てファミリー世帯への家賃助成制度のご案内」

を参照してください。 

助

成

制

度 



  

     
    １申し込み 

専用の申し込み用紙に必要事項を記入の上、区役所住宅課の窓口へ直接お申し込みください。 

＊電話による申し込みの予約や、申し込み後の希望住宅の変更はできません。 

 

２資格審査および住宅の内覧 

   資格審査に必要な書類を提出していただき、資格審査を行ないます。後日、結果を通知します。 

    （住宅の内覧を先にしていただくことが可能です） 

 

 ３入居手続き 

手続きには、連帯保証人が連署した請書・保証金（使用料の３ヶ月分）等が必要です。 

 

 ４入居 

入居後３０日以内に、世帯員全員の住民票を提出していただきます。 

 

 

＊次の事項についてはあらかじめご承知おきください。 

１．ペット（犬や猫など）は、共同住宅のため飼育できません。 

２．自転車置き場は、原則一世帯あたり一台のみのスペースとなります。 

３．ガス及び灯油による暖房器具は、使用できません。 

４．駐車場は、オーナーとの直接契約になります。 

５．住宅によって、自治会による運営事項があります。 

６．申し込みから入居までに、約１ヶ月程度かかる場合があります。 

７．連帯保証人の代わりに、民間の保証会社を使用することは出来ません。 

８．区民住宅としての借上げ期間は供用開始から２０年間です。借上げ期間満了後

は、オーナーとの直接契約となります。 

 

       豊島区 都市整備部 住宅課 住宅管理係 

住所：〒170-8422 豊島区東池袋 1-18-1 
電話：０３－３９８１－２６３７（直通)  

fax:  ０３－３９８１－４１９６ 
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